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志津見発電所FIT特定卸供給に係る仕様書  

 

１ 適 用  

この仕様書は、島根県企業局（以下「企業局」という。）が所有する志津見発電所の発生電

力から所内消費電力等を除く全ての電力を一般送配電事業者に売電し、一般送配電事業者はそ

の全量を契約者に卸供給する、特定卸供給に適用する。 

 

２ 業務の内容  

（１）概要  

企業局は、表１に掲げる発電所（以下「本発電所」という。）で発電する電力のうち、発電

所内の消費電力等の必要電力を除いた全ての電力を一般送配電事業者が契約者に卸供給する。 

本発電所は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年法律第

108号）」（以下「再エネ特措法」という。）により認定を受けた発電所である。本発電所の売

電は、再エネ特措法第18条第１項の規定に基づき電気事業者が定めた再生可能エネルギー電気

卸供給約款における再生可能エネルギー電気特定卸供給（以下「FIT特定卸供給」という。）に

より行い、契約者は企業局に対し電力付加料金を支払う。 

（２）対象発電所  

 

表１ 対象発電所 

発電所名・電源種別 所 在 地 最大出力（kW） 

志津見・水力 島根県飯石郡飯南町大字角井 1895-3       1,700 

 

（３）FIT特定卸供給期間  

令和８年４月１日０時から令和10年３月31日24時まで。 

  なお、契約締結後の契約者と一般送配電事業者の手続き等の進捗によりFIT特定卸供給開始

日は延期することがある。 

（４）FIT特定卸供給する電力量  

① 発電所別のFIT特定卸供給を予定している電力量（以下「予定量」という）を表２に、発

電所別月別の予定量を別表１に示す。ただし、本発電所は、水力発電であることから気象

状況等によりFIT特定卸供給する電力量「以下「供給量」という」が変動するため、予定

量を保証するものではない。 

なお、参考として発電所別の過去６年間の月別発電電力量の実績を別表２、各発電所の発

電形式、運用形式や各発電所運用に関する特記事項を別表３に示す。 

② FIT特定卸供給する本発電所の供給量が予定量と比較して増減がある場合でも、契約者は

その全量の供給を受ける。 

 

表２ 発電所別予定量 

     （単位：MWh） 

発 電 所 名 令和８年度 令和９年度 

志津見       13,335       13,335 

 

（５）発電予想の通知  

企業局は、契約者に対し、各発電所の発電パターン及び１日の電力量予測値（以下「発電
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予想」という）を通知する。発電予想の通知方法及び通知時刻については、企業局と契約者

との協議により別途申合せ書を定める。 

（６）発電の停止及び制限  

企業局は、発電予想の通知以降において、河川流入の状況及び次の事由等により、発電を

停止又は制限し、また、発電予想を変更することができる。なお、企業局は可能な範囲にお

いて、発電停止時間の短縮や事前の通知に努める。 なお、現時点で計画している作業予定（３

日以上連続停止）を別表４に示す。 

① 発電所の施設、設備の故障  

② 災害等の発生又はそのおそれがある場合  

③ ダム式及びダム水路式の発電所にあっては、ダム及び河川の利水者等からの要請  

④ 水路式発電所にあっては、取水する河川の流量変動 

⑤ 送電線、配電線の停止等に起因する一般送配電事業者からの要請  

⑥ 河川内事故の発生など、警察機関、消防機関、水防機関、河川管理者等からの要請  

⑦ 電力広域的運営推進機関の指示等 

⑧ その他保安上の必要がある場合 

（７）設備の点検、修繕等に伴う発電停止 

企業局は、設備の機能を維持するために、定期点検、修繕等（以下「定期点検等」という。）

により発電を停止することがある。その場合、原則として、企業局は発電停止日時等を契約者

へ事前に通知する。ただし、設備の不具合等により、緊急に作業等を実施する必要がある場合

には、事前通知なしに発電停止することができる。通知の方法等は協議により別途申合せ書を

定める。 

 

３ 電力付加料金  

（１）電力付加料金の算定 

 契約者が企業局に支払う毎月の電力付加料金は、当該月の供給量に入札価格 (電力付加料金

のkWhあたりの単価)を乗じた額（小数点以下は四捨五入）に消費税等相当額を加えた額とする。 

電力付加料金＝当該月の供給量×入札価格＋消費税等相当額  

※ 消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方消費税法の規定に

より課される地方消費税に相当する金額をいう。なお、消費税等相当額の単位は１円と

し、その端数は切り捨てる。 

（２）電力付加料金の支払い 

企業局は（１）により算定した電力付加料金を検針日の翌月の15日までに契約者に請求し、

契約者は、同月末日（以下「支払期日」という。）までに企業局に支払うものとする。なお、

契約者は、支払期日までに料金を納付しない場合は、その延滞日数につき、所定の遅延利息を

加算して、企業局に支払う。 

 

４ その他 

（１）発電量調整供給契約等の締結  

契約者は、本契約に係る売電が遅滞なく行えるよう、速やかに契約者の負担で一般送配電事

業者との発電量調整供給契約等、必要な契約の締結及び事務手続きをしなければならない。 

（２）卸供給の承諾 

本契約の締結後、企業局は一般送配電事業者の「再生可能エネルギー電気卸供給約款」に基

づき、本発電所の電力を一般送配電事業者が契約者へ卸供給することを承諾する。 

（３）契約期間満了時における引継事務  
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契約者は、この契約の期間満了又は解除があった場合には、次に企業局と契約を締結する者

に対して、名義の変更、契約等における必要な事務を遅滞なく行う。  

（４）守秘義務  

契約者は、本業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約期間満

了後においても同様とする。  

また、契約者は、契約図書及び業務関係図書を契約の履行のために使用する以外の目的で第

三者に使用させ、又はその内容を伝達してはならない。  

（５）インバランス対応  

契約者がインバランスに関する対応（バランシンググループの形成やインバランス調整、イ

ンバランス料金の負担など）をする。  

（６）電力広域的運営推進機関への手続き  

発電計画、作業停止計画などの電力広域的運営推進機関への提出その他手続きが必要な場合

には、すべて契約者が行う。  

（７）申合せ書の作成  

企業局及び契約者は、電力の供給に関する運用を円滑に行うための必要事項を定めた申合せ

書を双方協議して作成する。 

（８）FIT特定卸供給の公表及び、購入元を明示した電力販売及び非化石価値活用の計画 

企業局のFIT特定卸供給について契約者のホームページ等で公表し企業局の再生可能エネル

ギー等をPRすること。 

本発電所由来を明示した電力販売及び非化石価値活用について事業の実施は、企業局と協議

し、実施計画書を作成する。 

なお、作成した実施計画書に変更が生じた場合は、企業局と協議のうえ変更計画書を作成す

る。 
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別表１ 

令和８・９年度 発電所別月別の予定量 

         （単位：MWh） 

月 令和８年度 令和９年度 

４ 1,041 1,041 

５ 1,107 1,107 

６ 1,041 1,041 

７ 1,147 1,147 

８ 1,120 1,120 

９ 1,133 1,133 

10 1,080 1,080 

11 1,026 1,026 

12 1,160 1,160 

１ 1,200 1,200 

２ 1,094 1,094 

３ 1,186 1,186 

合計 13,335 13,335 

 

別表２ 

過去６年間の月別発電電力量の実績 

 

（単位：kWh） 

月 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

４ 1,123,800 1,147,800 1,130,700 1,145,100 1,133,226 1,096,898 

５ 1,127,100 1,180,400 1,151,100 1,161,900 1,178,611 242,060 

６ 1,078,000 1,123,100 1,147,500 1,060,600 1,149,667 0 

７ 1,147,200 1,191,100 1,141,300 1,026,300 1,173,780 0 

８ 1,172,300 1,187,400 1,160,900 1,189,900 1,146,499 673,931 

９ 1,148,100 1,132,700 1,140,300 1,152,900 1,148,638 947,239 

10 1,159,900 1,159,700 1,138,600 1,133,700 1,117,933 999,162 

11 994,400 1,057,000 1,075,900 786,500 691,704 804,798 

12 974,600 902,000 1,181,700 760,590 1,172,563 1,089,414 

１ 1,156,700 1,122,500 1,183,100 1,157,044 1,177,592 1,180,699 

２ 1,106,200 1,028,200 1,067,100 1,059,556 1,102,910 1,064,887 

３ 1,185,600 1,180,000 1,184,300 1,179,612 1,180,012 1,146,920 

合計 13,373,900 13,411,900 13,702,500 12,813,702 13,373,135 9,246,008 

※令和６年５月～令和６年８月 分解点検工事のため停止 
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別表３ 

各発電所の詳細 

発電所名 最大出力（kW） 発電形式 運用形式 特記事項 

志津見 1,700 ダム式（志津見ダム） 連続  

 

別表４ 

作業予定（３日以上連続停止） 

発電所名 
令和８年度 令和９年度 

日時 作業内容 日時 作業内容 

志津見 なし  なし  

 


